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令和○○年○○月○○日


社会福祉法人　○○会
　理事　○○　○○　様
（監事　○○　○○　様）


社会福祉法人　○○会　
理事長　○○　○○　印


理事会への報告事項の通知について


　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９８条の規定（理事会への報告の省略）に基づき、理事会に報告すべき事項について、下記のとおり通知します。
　なお、本通知により、当該報告事項の理事会への報告は省略させていただくことを申し添えます。

記

報告事項
１　○○○○について
（報告事項の概要を記載）
２　▲▲▲▲について
（報告事項の概要を記載）

※１　理事、監事又は会計監査人が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項の理事会への報告を要しません。

※２　社会福祉法第４５条の１６第３項の規定による理事長及び業務執行理事による自己の職務の執行状況の報告については、現実に開催された理事会でおこなわれなければなりません。
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９８条第２項】

		）

